

有償運送許可申請書

令和　　年　　月　　日

大阪運輸支局長　殿

申請者の　　
氏名又は名称　　　　　　　　　　　　
及び住所　　

　　　　　　　　　　　　　　が所有する自家用自動車を有償で運送の用に供したいので、道路運送法第７８条第３号の規定により申請します。

１　運送需要者（氏名又は名称及び住所）


２　運送しようとする人数等
　　　

３　運送しようとする期日
　　　

４　運送しようとする区間
　　

５　有償運送を必要とする理由


６　その他
　　　
　　　　　　　



（記入例）

有償運送許可申請書

令和○年○月○日

○○○運輸支局長　殿

申請者の　　○○市○○１丁目１番地
氏名又は名称　　学校法人○○○幼稚園
及び住所　　理事長　○○　○○　　

当○○○幼稚園が所有する自家用自動車を有償で運送の用に供したいので、道路運送法第７８条第３号の規定により申請します。

１　運送需要者（氏名又は名称及び住所）
　　　例；　当○○○幼稚園に通う幼児
２　運送しようとする人数等
　　　例；　○年○月○日現在の園児　○○○人
３　運送しようとする期日
　　　例；　当幼稚園の開園日とする。
４　運送しようとする区間
　　　例；　当○○○幼稚園～○○市及び○○村一円
５　有償運送を必要とする理由
　　　例；　当○○幼稚園に通園する幼児を自家用自動車で運送するため。
　　　　　　送迎に係る実費の負担；園児一人当たり、一ヶ月○、○円
６　その他
　　　例；自家用自動車の運行管理等委託先
　　　　　　　(株)○○○運輸　　○○市○○３丁目３番３号

通園通学（幼稚園バス等）に係る自家用有償運送の注意事項等について

　通園通学に係る自家用自動車による有償運送においては、以下の点について十分検討等していただき申請をして下さい。
ご不明な点がございましたら、大阪運輸支局輸送部門へ問い合わせ下さい。

添付書類及び補足（注意事項）
１．	自動車検査証記録事項（写）

２．認可書又は認定書（写）※証明書可
　　県知事又は市町長からの学校教育法第１条で規定されている幼稚園、小学校、中学校、
特別支援学校及び法第１３４条で規定されている各種学校（幼稚園、小学校、中学校と
同等の年齢であって、外国人学校に通う幼児、児童、生徒を対象とするものに限る。）又は
児童福祉法で規定されている保育所等の児童福祉施設とする。
　　※東京都の認証保育制度のように、一定の条件を満たし認証等を受けた保育施設等も含む。

３．運行ルート（地図　※A4又はA3）

４．送迎に係る実費の負担；園児一人当たり、１ヶ月○、○円
　　利用者（幼児、児童、生徒）の負担額は、当該輸送に係るガソリン代程度となり、
社会通念上、実費であるか判断をするため、連絡等することがあります。
　保護者等に実費の範囲であるか説明できる根拠がわかるようにし、苦情などとならないよう
説明して頂くことが望ましいです。
例）当該車両の燃費（計算については、季節等によりガソリンの高騰を踏まえ、
近年の一年間分のガソリン代及び走行距離）を利用者人数で割る。




有償運送許可に係る自家用自動車の運行にあたり安全確保のために留意していただきたい事項

１　自家用自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理させるため、運行の管理を行う者を必ず選任して下さい。

２　乗車定員１１人以上の自動車（乗車定員１１人以上２９人以下は２両以上）の使用者は、道路運送車両法で整備の責任者として整備管理者を選任する義務があります。このため、必ず整備管理者を選任し、自動車の点検及び整備等に関する事項について適正に処理させて下さい。なお、重大事故が発生した場合には、自動車事故報告規則により報告書を提出して下さい。

３　万が一事故等が発生した場合には、補償等に万全を期して対応して下さい。このため、必要に応じ保険の付保、共済等への加入等の措置を行って下さい。

４　運転者に対し、車両の運転に関する技能、知識その他安全な運行を確保するために必要な事項について適切な指導を行って下さい。

５　運転者に対する点呼、車両の運行前の日常点検の励行、運行する道路状況の十分な把握等により、安全な運行に努めて下さい。

６　幼児等の乗車時及び降車時に人数の確認や座席の点検を実施する等、車内への幼児等の置き去りを防止するために必要な措置を行って下さい。

７　申請者の氏名又は名称及び住所に変更が生じた際は、変更届出書を遅滞なくご提出下さい。

８　自家用自動車の運行を行わなくなった際は、廃止届出書を遅滞なくご提出下さい。

　　
	運送の主体（申請者名）
	



運行管理の体制等を記載した書類


１．運行管理・整備管理の体制

運行管理・整備管理に係る指揮命令系統
	代表者
氏名
	
	運行管理の責任者
氏名
	

	運行管理の責任者
の代行者
氏名
	
	運転者


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	運行管理の責任者がやむを得ず不在となる場合の運行管理を代行する者

	
	整備管理の責任者
氏名等


	
	




２．事故処理連絡体制
	運転者

	→
	事故対応の責任者
氏名
	→
	代表者

	↓　　　　　
	↓　　　　　　　

	警察署






３．苦情処理体制
	苦情処理責任者

	
	苦情処理担当者



